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「証券保管振替機関の株式会社化に関する専門部会」（第２回）議事要旨 

 

 

【開 催 日時】 平成 13 年 8 月 10 日（金） 午前 9 時 30 分～11 時 55 分 

 

【場   所】 日本証券業協会 第１会議室 

 

【主 な 議題】 〇 証券保管振替機関の株式会社化の検討について 

(1) 経営の基本方針 

(2) 業務範囲・内容等の概要 

(3) 資本金等 

 

【議 事 要旨】 

 

〇 事務局より、証券保管振替機関の株式会社化に係る各検討項目の内容について説明を

行った。併せて、過去２回開催されたシェルパ会議（7 月 19 日、8 月 3 日開催）におけ

る主な意見、論点整理について説明を行い、審議した結果、以下の内容について概ね合

意が得られた。 

 

項 目 主な内容 

１．経営の基本方針 

(1) 経営の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 次の諸点に留意しつつ、安全性、効率性及び利便性の高い証券決済イン

フラを提供することにより、証券市場の機能向上に寄与し、もって国際競

争力の強化を通じ、国民経済の発展に資することを、経営の基本方針とす

る。 

① 株主たる参加者による直接的なガバナンスを通じて、投資者を含めた

証券保管振替制度の各利用者のニーズを踏まえた事業運営を行う。 

② 世界の証券決済制度のベスト・プラクティスを常に念頭に置き、国際

的に通用する機能を有することができるよう、既存業務の改善と新規事

業の展開に迅速かつ柔軟に取り組む姿勢を持つ。 

③ 保管振替機関の行う業務は証券市場の重要な基盤であるとの認識のも

と、ディスクロージャーを積極的に行い、公共性・公益性を維持した透

明な事業運営に努める。 

④ 常に、より証券決済リスクが低くかつ一層低廉なコストでのサービス

の提供を目指す。 

 

(2) 財務運営の基本

方針 

 

○ 原則として収支均衡で運営することとするが、新規業務への迅速な対応、

運営の弾力性の確保の観点から、超過収入の取扱いについては、取締役会

がその都度判断できることとする。 
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２．業務の範囲・内容

等 

 

 

 

 

 

 

 

○ 対象商品はすべての有価証券を対象とするが、現実的な対応として、今

後具体化されたものから順次拡大していく。 

○ 兼業業務は、今後予定されている決済照合、ＤＶＰ、ＣＢの元利金支払

い代理業務を当面の対象とし、以降は新しい法律の整備状況などを踏まえ

て順次検討していく。 

(検討の視点) 

・ 証券代行業務、元利金支払業務などは出資者の本体の業務と競合するとの指摘があり、

そうした主体に対する影響を配慮しつつ、コンセンサスを得たものを取り扱うこととす

るが、将来的に必要になったときのために業務範囲は自由度を有する弾力的なものとす

る。 

 

３．資本金等 

(1) 資本の額等 

 

 

 

 

○ 財務の健全性の観点から、新会社の業務の基礎的インフラとなるシステ

ム投資額に対する自己資本をどの程度にするかについては、今後さらに幅

広い議論を踏まえた上で最終的に決定する。 

○ 資本の額の半分を資本金とする。 

(検討の視点) 

・ 原則、収支均衡の基本方針の下、新規業務との関係で資本をどのタイミングで集める

か、また、事業計画や投資者保護のための各種枠組みなどを含め、さらに幅広い観点か

ら議論を行い最終的に決定する。 

 

 

(2) 出資者の範囲 

 

 

 

 

○ 出資者は利用者を基本とする。なお、設立当初の出資者は直接的な利用

者である証券会社、銀行等とするが、新規業務との兼合いで投資信託委託

会社も対象とすること、さらには広い意味での制度利用者である発行会社

等から将来的には出資を募ることも想定される。 

 

(3) 出資比率 

 

 

 

○ 設立当初の出資比率については、原則として、現在の利用度合いに応じ

た出資を定め、一定期間毎に見直しを行うこととする。 

○ 利用者に出資を強制することはしない。 

(検討の視点) 

・ 利用度合いについては、実際には手数料が最も納得を得られる基準となると考えられ

るが、何をもって利用度合いとするかについては、今後十分議論することとする。 

 

(4) 特定者の支配排

除 

 

 

 

 

 

○ 特定少数者による影響を排除するため、出資比率について、一定の制限

を設けることとし、一般利用者は原則５％を上限とする。また、持株会社

は、独禁法の考え方に準じる方向を原則とする。 

○ 証券取引所や証券業協会等については、その公共的・公益的性格に鑑み、

また、出資に応じない利用者の受皿としての機能も期待されるため、制約

を設けないこととする。ただし、株主総会の特別決議との関係から、原則

として、発行済株式総数の３分の１を超えないものとする。 
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 (検討の視点) 

・ 証券取引所等は、株式会社化したとしても法律上で公益性・公共性が確保されている

と考えられるので、一概に営利会社という位置付けにしないこととし、資本金が集まら

なかったときの出資を確保するための予防措置的な役割を期待することとする。 

 

(5) 出資に対するイ

ンセンティブ 

 

 

○ ①配当を行うとともに、出資の額に応じて手数料を割り引く方式、又は

②インセンティブとなりうる配当を行う方式のいずれかを採用することと

し、今後さらに検討することとする。 

 

 

【今後の予定】 

次回会合はシェルパ会議において資料等を整備し、９月初め頃に開催することとした。 

 

以  上 

 

 

問い合わせ先 

日本証券業協会 市場部 

TEL：03-3667-8516、3667-8456 

※本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。 
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〃 神 作 裕 之 （ 学 習 院 大 学 法 学 部 教 授）
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（注）○印は幹事
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